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※※※※｢｢｢｢フレンズフレンズフレンズフレンズ｣｣｣｣はははは，，，，かえでかえでかえでかえで支援学校支援学校支援学校支援学校のののの校歌校歌校歌校歌((((杉本竜一氏作杉本竜一氏作杉本竜一氏作杉本竜一氏作))))ですですですです。。。。本校本校本校本校HPHPHPHPにておにておにておにてお聴聴聴聴きくださいきくださいきくださいきください。。。。

山梨県教育委員会より、今年度から、特別支援学校のセンター的機能を利用する場合の

地域による依頼内容と学校についての方向付けがありました。特別支援教育に関する相談

は、特別支援学校だけでなく、各市教育委員会及び山梨県特別支援教育専門家チームまた

それに伴う巡回相談でもできます。どこへ依頼をしてよいのか判断がつかない場合は、山

梨県総合教育センター相談支援部の特別支援教育担当（055-263-4606）に助言してもら

いましょう。また、安易に外部支援に頼るのではなく、まず依頼の前に、各園・学校でで

きることがあります。皆で意見を出し合い試行錯誤してみることです。対象の園児児童生

徒にどのような支援をしていったらよいのか、話し合いをしましょう。外部支援を利用し

つつ校内委員会校内委員会校内委員会校内委員会をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと機能機能機能機能させることさせることさせることさせることが、一番大事なことです。

（公立及び私立：保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校）

で す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。

伊 波 美 恵 （ い は み え ） 柁 原 清 美 （ か じ わ ら き よ み ）

小 林 え み （ こ ば や し え み ） 鈴 木 亜 矢 （ す ず き あ や ）

園・学校所在地 甲府市 山梨市 笛吹市 甲州市 中央市
依頼内容 （旧豊富村）

視覚障害 盲学校

聴覚障害 ろう学校

知的障害 わかば
かえで支援学校 支援学

発達障害 校

肢体不自由 甲府支援学校

病弱・身体虚弱、発達障害の内の二次障害又
は心身症・精神疾患 富士見支援学校本校

中央病院・北病院の加療者及び前籍校転出後 富士見支援学校本校・旭分校



支援学区：笛吹市・甲州市・山梨市・甲府市 ＊中央市旧豊富村の方の本校入学関係の相談受付ます。

支援対象：本人・保護者・保育士・教員（幼小中高）・保育教育関係者

◆◆◆問い合わせはこちらまで◆◆◆

山梨県立山梨県立山梨県立山梨県立かえでかえでかえでかえで支援学校支援学校支援学校支援学校 甲府市東光寺2-25-1(〒400-0807)

相談相談相談相談････支援部支援部支援部支援部 （（（（伊波伊波伊波伊波・・・・いはいはいはいは））））
TEL ０５５(２２３)６３５５ FAX ０５５(２２３)６３５６

ＵＲＬ http://www.kaedey.kai.ed.jp/
E-Mail sodan@kaedey.kai.ed.jp

かえで支援学校 検索検索検索検索 （相談・支援部専用アドレス）

★知的障害及び発達障害以外の障害については、状況を確認させていただき、

本校から他支援学校等へもおつなぎいたしますので、まずはご相談ください。

＜内 容＞

○子どもの生活・学習・行動上の気になること、行動特性や学習特性に応じた支援方法

（集団活動が苦手、学習が遅れがち、授業中の立ち歩きが多い、身体の動きがぎこちない等）

○子どもの就学・進学・転入学に関すること（学校・学級選び、就学システム等）

○「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」作成のサポート

○発達障害や知的障害の実態に応じた専門的な支援方法 訪問相談実施曜日

○特別支援学級の教育課程および指導内容や教材等へのサポート

○校内委員会運営への助言

○他機関（医療・福祉・保健・行政・就労等）の紹介や橋渡し等 （０５５）

＜手続き＞ ２２３－６３５５

☆メール相談☆電話相談（随時受付） sodan@kaedey.kai.ed.jp

☆来校相談：電話にて来校日時の予約→来校相談の実施

★訪問相談訪問相談訪問相談訪問相談：【公立幼小中】電話にて訪問日時の予約→派遣依頼書の作成（ＨＰ掲載）→本校および市教育市教育市教育市教育

委員会委員会委員会委員会への依頼書の提出→訪問相談・支援の実施→市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会へ電話にて報告

【他の園・学校】電話にて訪問日時の予約→派遣依頼書の作成（ＨＰ掲載）→本校へ依頼書の

提出→訪問相談・支援の実施

＜内 容＞施設・設備の紹介、授業見学等の学校案内

＜手続き＞電話にて見学日時の予約→学校見学 （教育相談同日実施可）

＜対 象＞就学・進学・転入学先が決定していない園児児童生徒（ひとりにつき年１回を原則）

＜内 容＞本校児生と一緒に授業を体験（夏休み授業体験会の時は、本校児生は夏期休業中ですので不在です。）

＜手続き＞電話にて体験日時の予約→授業体験の実施（２学期より実施、保護者の送迎および付き添い必要）

＜その他＞給食費、材料費徴収の場合有り 体験日前に学校見学実施済のこと 教育相談同日実施可

＜内 容＞ 園・学校が主催の特別支援教育に関する研究会・研修会等への話題提供やサポート

＜手続き＞【公立幼小中】電話にて内容相談・日時予約→派遣依頼書の作成（ＨＰ掲載）→本校および市市市市

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会への依頼書の提出→研究会・研修会の実施→市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会へ電話にて報告

【他の園・学校】電話にて内容相談・日時予約→派遣依頼書の作成（ＨＰ掲載）→本校へ依頼

書の提出→研究会・研修会の実施


